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横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第１項の規定に基づ

く諮問について（答申） 

 

 

平成24年９月28日市市情第647号ほかの次の諮問について、別紙のとおり答申しま

す。 

 

「平成24年２月８日及び15日付異議申立てに係る事務について」ほかの行

政文書に係る一部開示決定に対する異議申立てについての別表に示す23件の

諮問 
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別 紙 

答     申 

１ 審査会の結論 

別表に示す実施機関が、「平成24年２月８日及び15日付異議申立てに係る事務につ

いて」ほか別表に示す行政文書を一部開示とした決定は、妥当である。 

２ 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、「平成24年２月８日及び15日付異議申立てに係る事務に

ついて」ほか別表に示す行政文書（以下「本件申立文書」という。）の開示請求に対

し、別表に示す実施機関（以下「本件実施機関」という。）が、平成24年６月20日付

で行った一部開示決定（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるというもので

ある。 

３ 本件実施機関の一部開示理由説明要旨 

本件申立文書については、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２

月横浜市条例第１号。以下「条例」という。）第７条第２項第２号及び第６号に該当

するため一部を非開示としたものであって、その理由は次のように要約される。 

(1) 条例第７条第２項第２号の該当性について 

ア 個人の氏名、住所及び電話番号については、個人に関する情報であって、開示

することにより特定の個人が識別されるため本号本文に該当し、本号ただし書の

いずれにも該当しないことから非開示とした。 

イ 異議申立書（以下「本件異議申立書」という。）は、異議申立人（以下「本件

申立人」という。）の氏名、住所及び年齢のほか、本件申立人の具体的な主張が

記載されていることから、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別す

ることができることとなる情報である。さらに、本件申立人が受けた開示等の決

定内容とともに、本件申立人の率直な主張や見解がありのままに記載されている

ものであって、仮に本件申立人の氏名等を非開示にしたとしても、当該異議申立

ての詳細な内容が明らかとなり、本件申立人の権利利益が害されるおそれがある

ため、その全体が本号本文に該当し、本号ただし書に該当しないことから非開示

とした。 

(2) 条例第７条第２項第６号の該当性について 

ア 「横浜市行政情報ネットワーク（ＹＣＡＮ）のＵＲＬ（以下「本件ＵＲＬ」と
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いう。）」は、サーバ名やドメイン名などから、庁内ネットワーク構造を類推さ

れることにより、端末の不正接続や侵入、マルウェアの混入が発生した場合の脅

威が増大するおそれがあり、また職員のみが知りうる情報であり、開示すること

で成りすましなどに利用できる情報を提供することになるため、開示することに

より、市の事務事業の適正な遂行に著しい支障が生じるおそれがあるため本号柱

書に該当する。 

イ 職員の個人メールアドレスは、日常の事務において市役所内部の関係者や外部

の関係者など、限られた者との連絡に使用されており、公になった場合、いたず

らや偽計等に使用されるなどにより、メールアドレスを用いる本来の業務に支障

を来すなどの弊害を生じるおそれがあることから、市の機関の事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるため、本号柱書に該当する。 

ウ 非開示理由説明書中の「２ 非開示とした理由(2)」（以下「本件理由」とい

う。）は、開示請求に関する異議申立てへの対応についての検討段階の情報であ

り、開示することにより、異議申立て提起先の当事者である本市が具体的に対処

するために内部的に行った検討の経緯や対応方針に係る意見交換に関する情報が

明らかとなることによって生じる不利益を回避するため、率直な意見交換や詳細

な記載をすることをちゅうちょすることとなり、その結果、本市内部における検

討や協議に支障を来したり、異議申立てにおける適切な対応を困難にするおそれ

を否定できず、当事者としての地位が不当に害されるおそれがあるため、本号イ

に該当する。 

４ 異議申立人の本件処分に対する意見 

異議申立人（以下「申立人」という。）が、異議申立書及び意見書において主張し

ている本件処分に対する意見は、次のように要約される。 

(1) 本件処分の全てを取り消し、改めて行政文書ごとの適正な処分をせよ。 

(2) 移送決定通知書は瑕疵ある無効な決定である。 

(3) 本件実施機関の的確で具体的な処分理由説明を受け、追って異議理由を述べる。

適切な意見が述べられないので、本件実施機関の処分理由が具体的合理的に述べら

れた書面の提出を受けた上で改めて意見を述べる。 

(4) 実施機関毎の全面公開による審理を求める。審理日程は事前に文書で知らせるこ

とを求める。口頭意見陳述は不明確な処分理由説明に対しては適切な意見が述べら
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れないから一つの実施機関当たり15分の割合での陳述時間の確保を求める。直ちに

申立人に対し、審理予定を明らかにすべきである。 

５ 審査会の判断 

(1) 本件申立文書について 

本件申立文書は、平成24年２月８日及び15日に提起された情報公開の開示決定等

に対する異議申立て（以下「本件事案」という。）について、横浜市情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。）への諮問に係る手続に関する文書で

ある。なお、本件事案は、平成24年４月16日に諮問第1216号から第1237号までの諮

問がなされ、平成25年１月17日に審査会答申第1075号から第1096号までの答申を経

て、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）に基づく異議申立てに対する決定も終

了している。 

「平成24年２月８日及び15日付異議申立てに係る事務について」（以下「文書

１」という。）は、市民局総務部市民情報室（以下「市民情報室」という。）が各

実施機関に対し、審査会への諮問に係る手続について事務連絡を行った文書である。

文書１は、諮問に係る手続の内容として諮問書のひな形等が記載されているほかに、

非開示理由説明書には、諮問に係る手続の中で、各実施機関に提示した市民情報室

の意見としての非開示理由の案文である本件理由が記載されている。 

その余の文書である「平成23年12月28日鶴選管第160号による非開示決定に対する

異議申立ての諮問について（平成24年４月鶴選管第２号）」ほか21件の文書（以下

「文書２」という。）は、各実施機関が審査会に対し諮問することを意思決定した

文書である。 

本件実施機関は、文書１のうち、本件ＵＲＬ、職員の個人メールアドレス及び本

件理由を条例第７条第２項第６号に該当するものとして非開示としている。また、

文書２のうち、個人の氏名、住所及び電話番号並びに本件異議申立書を条例第７条

第２項第２号に該当するものとして非開示としている。 

(2) 条例第７条第２項第２号の該当性について 

ア 条例第７条第２項第２号では、「個人に関する情報・・・であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに
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より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」については開示しないこと

ができると規定している。 

イ 本件実施機関は、個人の氏名、住所及び電話番号並びに本件異議申立書について

は、個人に関する情報であって特定の個人が識別できる情報であると主張している。 

ウ 個人の氏名、住所及び電話番号は、本件申立人に関する情報であって、特定の

個人を識別することができるものであるから、本号本文前段に該当する。また、

本号ただし書アからウまでのいずれにも該当しない。 

エ 本件異議申立書は、本件申立人の氏名、住所、年齢のほか、異議申立てに関し

て本件申立人の主張が具体的に記載されている。 

本件異議申立書のうち、個人の氏名、住所及び年齢は、個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができることとなる情報であると認められる。 

  また、本件異議申立書には、本件申立人が受けた開示決定等の内容とともに、

本件申立人の率直な主張や見解がありのままに記載されているものであって、仮

に本件申立人の氏名等を非開示にして公にしたとしても、当該異議申立ての詳細

な内容が明らかとなり、本件申立人の権利利益が害されるおそれがあると認めら

れる。したがって、本件異議申立書は、その全体が本号本文に該当する。また、

本号ただし書アからウまでのいずれにも該当しない。 

(3) 条例第７条第２項第６号の該当性について 

ア 条例第７条第２項第６号では、「市の機関・・・が行う事務又は事業に関する情

報であって、公にすることにより、・・・当該事務又は事業の性質上、当該事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」については、開示しないこ

とができると規定している。 

イ 本件実施機関は、本件ＵＲＬ及び職員の個人メールアドレスが公になった場合、

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、また、本件理由が公になった場合、

異議申立てに係る当事者としての地位を不当に害するおそれがあると主張している。 

ウ 本件ＵＲＬについて 

本件ＵＲＬは、実施機関が庁内内部の独立したネットワークであるイントラ

ネット上に構築し、庁内限定で供用するウェブページのＵＲＬである。 

そうすると、当該イントラネットは、庁内の関係部署等を接続し、庁内職員等

関係者のみを対象として事務又は事業に必要な情報の通信等処理を行うものであ

り、内部管理情報や個人情報等の取扱いに慎重を要する情報等を含むネットワー
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クであることが容易に推測される。 

そのため、本件ＵＲＬは、不正アクセスの防止や情報漏えいの防止の観点から

庁内職員等関係者以外に知られることがないよう情報管理上、慎重に取り扱われ

るべきものであると認められる。また、本件ＵＲＬが公になると、外部への情報

漏えい、外部からの不正アクセス又はサーバ等ネットワークシステムへの攻撃を

発生させかねないものである。 

したがって、本件ＵＲＬを公にすると、特定の範囲に限定し、または、特定の

当事者に限定し、情報の共有、やり取り等を行うことを目的として本件ＵＲＬを

使用する事務又は事業の適正な遂行に支障を来すなどの弊害が生じるおそれがあ

ることから本号柱書に該当する。 

エ 職員の個人電子メールアドレスについて 

職員の個人電子メールアドレスは、日常の事務において庁内又は庁外の関係者

など限られた者との連絡を目的として使用するものであるから、公になった場合

は、いたずらや偽計等に使用されるなどにより、メールアドレスを用いる本来の

業務の適正な遂行に支障を来すなどの弊害が生じるおそれがあることから本号柱

書に該当する。 

オ 本件理由について 

(ｱ) 本件理由は、市民情報室が各実施機関に対し提示した非開示理由の案である。

本件事案は、本件処分時点においては、審査会において審議中であることが認め

られる。そこで、本件理由を公にした場合に、今後の同種の事務の適正な遂行に

どのような支障を与えるのかについて検討する。 

(ｲ) 本件理由は、本件事案に係る非開示理由についての市民情報室の意見であり、

各実施機関が、その事案について、その時点で、どのような資料を有し、どのよ

うな考え方を持って照会を行っていたかによって左右され得るものと解される。 

このような市民情報室の意見は、個別の開示決定等に対する異議申立てへの対

応のため、あくまで横浜市の内部において、その時点の状況及び資料に基づいて、

今後の対応方針についての種々の可能性を自由かつ率直に検討することで最終的

に適切な対応を行う過程において出される意見であって、本件理由における意見

も、その時点の状況及び資料や実施機関の対応方針等の諸事情を前提とする具体

的な対応方針であるとともに、中間的な過程において示された一応の見解である

と認められる。 



－６－ 

このような市民情報室の意見が記載されている文書を公にすることとなれば、

一方の当事者である市が具体的に予想される個別の案件に対処するために内部的

に行った検討の経緯や対応方針に係る意見交換に関する情報が明らかにされるの

みならず、個別の案件に関する中間的な過程において示された対応方針であるの

に、当該市民情報室の意見が前提とした諸事情と離れて、そこに記載された文言

の内容のみによって、あたかもそれが同種の案件における市側の対応方針である

かのように理解されたり、または、これによって市側の対応方針が推測されたり

することにより、市側の対応方針についての一方的な評価を招き、個々の案件に

対する市側の適切な対応を困難にさせるおそれがある。 

(ｳ) このような事態を招くことは、市の機関の内部において、その時点の状況及び

資料に基づいて、今後の対応方針について種々の可能性を自由かつ率直に検討し、

最終的に適切な対応を行っている本件実施機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すことが認められる。 

したがって、本件理由は、これを公にすると、本件実施機関の事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、本号柱書に該当する。 

(4) 申立人は、その他縷々主張するが、当審査会の判断を左右するものではない。 

(5) 結論 

以上のとおり、本件実施機関が別表に示す本件申立文書を条例第７条第２項第２号

及び第６号に該当するとして一部開示とした決定は、妥当である。 

（第三部会） 

 委員 藤原静雄、委員 青木孝、委員 金井惠里可 
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別表 横情審答申番号（以下「答申番号」という。）、諮問件名及び行政文書名称 

 諮 問 件 名 答申番号及び
実施機関  行政文書名称 

 平成24年９月28日市市情第647号による「平成24年２月８日及び15日付

異議申立てに係る事務について」の一部開示決定に対する異議申立て

についての諮問 

答申第1198号 
横浜市長 

 平成24年２月８日及び15日付異議申立てに係る事務について 
 平成24年９月28日鶴選管第100号による「平成23年12月28日鶴選管第
160号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年
４月鶴選管第２号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての
諮問 

答申第1199号 
横浜市鶴見区
選挙管理委員
会 

 平成23年12月28日鶴選管第160号による非開示決定に対する異議申立て
の諮問について（平成24年４月鶴選管第２号） 

 平成24年９月28日神選管第121号による「平成23年12月28日神選管第

181号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年

４月神選管第２号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての

諮問 

答申第1200号 
横浜市神奈川
区選挙管理委
員会 

 平成23年12月28日神選管第181号による非開示決定に対する異議申立て
の諮問について（平成24年４月神選管第２号） 

 平成24年９月28日西選管第95号による「平成24年２月15日行政文書非
開示決定に関する異議申立に対する横浜市情報公開・個人情報保護審
査会への諮問について（平成23年度西選管第157号）」の一部開示決定
に対する異議申立てについての諮問 

答申第1201号 
横浜市西区選
挙管理委員会 

 平成24年２月15日行政文書非開示決定に関する異議申立に対する横浜
市情報公開・個人情報保護審査会への諮問について（平成23年度西選
管第157号） 

 平成24年９月28日中選管第93号による「行政文書の開示請求に関する
非開示決定に対する審査会への諮問について（平成24年４月16日中選
管第３号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮問 

答申第1202号 
横浜市中区選
挙管理委員会 

 行政文書の開示請求に関する非開示決定に対する審査会への諮問につ
いて（平成24年４月16日中選管第３号） 

 平成24年９月28日南選管第61号による「平成23年度南選管第124号の非
開示決定に対する異議申立てに関する諮問について（平成24年度南選
管第６号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮問 

答申第1203号 
横浜市南区選
挙管理委員会 

 平成23年度南選管第124号の非開示決定に対する異議申立てに関する諮
問について（平成24年度南選管第６号） 

 平成24年９月28日港南選管第81号による「平成23年12月28日付港南選
管第124号に対する平成24年２月15日の異議申立てについて（平成24年
４月16日港南選管第１号）」の一部開示決定に対する異議申立てにつ
いての諮問 

答申第1204号 
横浜市港南区
選挙管理委員
会 

 平成23年12月28日付港南選管第124号に対する平成24年２月15日の異議
申立てについて（平成24年４月16日港南選管第１号） 

 平成24年９月28日保選管第57号による「異議申立書に対する諮問につ
いて（平成24年２月15日申立）（平成24年４月保選管第２号）」の一
部開示決定に対する異議申立てについての諮問 

答申第1205号 
横浜市保土ケ
谷区選挙管理
委員会  異議申立書に対する諮問について（平成24年２月15日申立）（平成24

年４月保選管第２号） 



－８－ 

 諮 問 件 名 答申番号及び
実施機関  行政文書名称 

 平成24年９月28日旭選管第58号による「平成23年12月28日旭選管第79
号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年４
月旭選管第２号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮
問 

答申第1206号 
横浜市旭区選
挙管理委員会 

 平成23年12月28日旭選管第79号による非開示決定に対する異議申立て
の諮問について（平成24年４月旭選管第２号） 

 平成24年９月28日磯選管第67号による「平成23年12月28日磯選管第149
号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年４
月16日磯選管第２号）」の一部開示決定に対する異議申立てについて
の諮問 

答申第1207号 
横浜市磯子区
選挙管理委員
会 

 平成23年12月28日磯選管第149号による非開示決定に対する異議申立て
の諮問について（平成24年４月16日磯選管第２号） 

 平成24年９月28日金選管第70号による「異議申立てに係る横浜市情報
公開・個人情報保護審査会への諮問について（平成24年４月金選管第
１号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮問 

答申第1208号 
横浜市金沢区
選挙管理委員
会  異議申立てに係る横浜市情報公開・個人情報保護審査会への諮問につ

いて（平成24年４月金選管第１号） 
 平成24年９月28日港北選管第113号による「平成23年12月28日港北選管
第132号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24
年４月４日港北選管第１号）」の一部開示決定に対する異議申立てに
ついての諮問 

答申第1209号 
横浜市港北区
選挙管理委員
会 

 平成23年12月28日港北選管第132号による非開示決定に対する異議申立
ての諮問について（平成24年４月４日港北選管第１号） 

 平成24年９月28日緑選管第81号による「平成23年12月28日緑選管第109
号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年４
月緑選管第１号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮
問 

答申第1210号 
横浜市緑区選
挙管理委員会 

 平成23年12月28日緑選管第109号による非開示決定に対する異議申立て
の諮問について（平成24年４月緑選管第１号） 

 平成24年９月28日青選管第92号による「非開示決定に対する異議申立
ての諮問について（平成24年４月青選管第４号）」の一部開示決定に
対する異議申立てについての諮問 

答申第1211号 
横浜市青葉区
選挙管理委員
会  非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年４月青選管

第４号） 
 平成24年９月28日都選管第87号による「行政文書の開示請求に関する
非開示決定に対する異議申立てについて（平成24年４月11日都選管第
５号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮問 

答申第1212号 
横浜市都筑区
選挙管理委員
会  行政文書の開示請求に関する非開示決定に対する異議申立てについて

（平成24年４月11日都選管第５号） 
 平成24年９月28日戸選管第55号による「平成23年12月28日戸選管第83
号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年４
月16日戸選管第３号）」の一部開示決定に対する異議申立てについて
の諮問 

答申第1213号 
横浜市戸塚区
選挙管理委員
会 

 平成23年12月28日戸選管第83号による非開示決定に対する異議申立て
の諮問について（平成24年４月16日戸選管第３号） 



－９－ 

 諮 問 件 名 答申番号及び
実施機関  行政文書名称 

 平成24年９月28日栄選管第57号による「平成23年12月28日栄選管第78

号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年４

月16日栄選管第１号）」の一部開示決定に対する異議申立てについて

の諮問 

答申第1214号 
横浜市栄区選
挙管理委員会 

 平成23年12月28日栄選管第78号による非開示決定に対する異議申立て

の諮問について（平成24年４月16日栄選管第１号） 

 平成24年９月28日泉選管第56号による「平成23年12月28日泉選管第82

号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年４

月泉選管第２号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮

問 

答申第1215号 
横浜市泉区選
挙管理委員会 

 平成23年12月28日泉選管第82号による非開示決定に対する異議申立て

の諮問について（平成24年４月泉選管第２号） 

 平成24年９月28日瀬選管第85号による「平成23年12月28日瀬選管第174

号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24年４

月12日瀬選管第１号）」の一部開示決定に対する異議申立てについて

の諮問 

答申第1216号 
横浜市瀬谷区
選挙管理委員
会 

 平成23年12月28日瀬選管第174号による非開示決定に対する異議申立て

の諮問について（平成24年４月12日瀬選管第１号） 

 平成24年９月28日中央農委第111号による「平成23年12月28日中央農委

第206号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成24

年４月16日中央農委第５号）」の一部開示決定に対する異議申立てに

ついての諮問 

答申第1217号 
横浜市中央農
業委員会 

 平成23年12月28日中央農委第206号による非開示決定に対する異議申立

ての諮問について（平成24年４月16日中央農委第５号） 

 平成24年９月28日南西農委第128号による「平成23年12月28日南西農委

第277号による非開示決定に対する異議申立ての諮問について（平成23

年度南西農委第344号）」の一部開示決定に対する異議申立てについて

の諮問 

答申第1218号 
横浜市南西部
農業委員会 

 平成23年12月28日南西農委第277号による非開示決定に対する異議申立

ての諮問について（平成23年度南西農委第344号） 

 平成24年９月28日横固第105号による「平成23年11月29日の非開示決定

に対する平成24年２月８日の異議申立てについて（平成24年４月16日

横固第１号）」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮問 

答申第1219号 
横浜市固定資
産評価審査委
員会  平成23年11月29日の非開示決定に対する平成24年２月８日の異議申立

てについて（平成24年４月16日横固第１号） 

 平成24年９月28日総第228号による「平成24年２月８日付の異議申立て

について（平成24年４月総第３号）」の一部開示決定に対する異議申

立てについての諮問 

答申第1220号 
公立大学法人
横浜市立大学 

 平成24年２月８日付の異議申立てについて（平成24年４月総第３号） 



－１０－ 

 

《 参  考 》 

審  査  会  の  経  過 

年 月 日 審  査  の  経  過 

平 成 2 4 年 ９ 月 2 8 日 ・実施機関から諮問書及び一部開示理由説明書を受理 

平成 2 4年 1 0 月 1 8 日 

（第144回第三部会） 
 

平成 2 4年 1 0 月 2 5 日 

（第216回第一部会） 
・諮問の報告 

平成 2 4年 1 0 月 2 9 日 

（第223回第二部会） 
 

平成 2 4年 1 1 月 1 9日 ・異議申立人から意見書を受理 

平 成 2 5 年 ２ 月 1 5 日 

（第151回第三部会） 
・審議 

平 成 2 5 年 ３ 月 ７ 日 

（第152回第三部会） 
・審議 

平 成 2 5 年 ３ 月 1 8 日 

（第153回第三部会） 
・審議 

平 成 2 5 年 ４ 月 ４ 日 

（第154回第三部会） 
・審議 

平 成 2 5 年 ５ 月 1 6 日 

（第156回第三部会） 
・審議 

平 成 2 5 年 ５ 月 3 0 日 

（第157回第三部会） 
・審議 

 

 

 


